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第１部 稚内市次世代育成支援行動計画の概要 

 

１ 策定の経緯 

稚内市では、次世代育成支援対策推進法第８条第１項の規定に基づき、平成 17 年度

から平成 26年度までの 10年間を期間とする「稚内市次世代育成支援行動計画（以下、

行動計画）」を策定し、市独自の子育て支援策を実施するなど子育てしやすい環境の整備

に努めてまいりました。 

策定から５年を経過した平成 21 年度には、前期計画の実施状況を踏まえながら、ニ

ーズ調査や現状、社会情勢、経済状況、雇用情勢など様々な要因を見据えたうえで、後

期に当たる平成 22年度から平成 26年度までの後期計画を策定しました。前期計画（平

成 17 年度から平成 21 年度まで）の理念を引き継ぐとともに、平成 21 年３月に策定

された「第４次稚内市総合計画」に沿う内容となっています。 

 

２ 行動計画の基本理念 

   本市のすべての子どもが元気に育ち、すべての親がゆとりを持ち安心して子育てがで

き、人々が温かく子育てを見守ることができる地域社会を創るために、あらゆる子育て

支援制度と地域の人的・社会的資源を積極的に活用し、次世代育成のための子育ての総

合力を創りだすため、本計画の基本理念を『稚内市が全国に誇れる「子育て運動」を礎

に、元気はつらつ、未来に進む子育て支援』と定め、地域、学校、企業、行政など社会

全体が協力して計画の推進に努めることとします。 
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３ 行動計画の体系 

 

 

 

基本理念

  　子どもに安全で優しい
  　生活環境の整備促進

　　子どもの安全確保と子育て支援設備の
　　整備促進

　　第６章　子育てを支援する生活環境の整備

　　第７章　子ども等の安全の確保

　　子育て支援重視の相談体制の確立

　　第３章　支援を必要とする児童への
　　　　　　   きめ細やかな取組の推進

　　 子育て支援を重視した
　　 保健体制と各種相談
　　 体制の充実

　　子どもの権利を尊重した両立支援の推進

　　第４章　子どもの心身の健やかな成長に
　　　　　　　資する教育環境の整備
　
　　第５章　職業生活と家庭生活の両立
　　　　　　　（ワークライフバランス）の推進

  社会の子育て意識改革、
  子育てと仕事の両立支援
  の促進

稚
内
市
が
全
国
に
誇
れ
る

「
子
育
て
運
動

」
を
礎
に

、
元
気
は
つ
ら
つ

、
未
来
に
す
す
む
子
育
て
支
援

施　策　の　目　標

　　地域ぐるみの子育て支援活動の推進

　　第１章　地域における子育て支援

　　　元気な子どもを育む
　　　地域づくりの推進

　　母子の健康増進と食育行動の推進

　　第２章　母性並びに乳幼児等の健康の
　　　　　　  確保及び増進

基　本　施　策



 3 

第２部 各施策の取組状況 

１ 地域における子育て支援 

【施策展開の基本方針】 

 子どもや家庭を取り巻く環境は、核家族化の進行やひとり親家庭の増加などに加え、父親

の長時間労働や近隣関係の希薄化など地域でのネットワークが弱体化していると言われる中

で、本来楽しいことであるはずの子育てが母親の負担となるなど、母と子どもが二人きりで

周囲から隔絶された一日を過ごす「子育ての孤立化」が指摘されております。 

稚内市では「子育ての孤立化」「子育ての不安」を解消できるよう、私立保育園における地

域子育て支援センター事業の実施や、つどいの広場の開設等により、子育て親子が気軽に集

い交流できる場を提供するとともに、子育ての悩みを相談できる環境を整備しました。 

また、児童館、学童保育所などを開設し、放課後児童の健全育成を図るとともに、子ども

会活動など多様な活動への参加機会を提供してきました。 

さらに、生後４か月までの乳児がいる家庭へ全戸訪問を行うことで、育児不安を解消し、

特に養育について支援を必要とする場合は、継続して訪問をしながら相談や援助を行ってい

ます。 

ニーズ調査で「どのような子育て支援の充実について」の設問に対し、「幼稚園・保育所の

利用負担軽減」「誰でも気軽に利用できる公的な保育サービスの充実」「親子が安心して楽し

める身近な場の提供」「子育て相談や情報が得られる場の整備」等、多くの意見・要望があり

ました。 

地域における子育て支援は、子育て家庭の生活の場である身近な地域を中心として、必要

に応じた様々なサービスの提供を目指していかなければならないと考えます。 

 

 

（１）地域における子育て支援サービスの充実 

【施策の方向】 

 核家族化が進む中で、子育て中の親が地域から孤立することなく子育てができるよう、地

域がもつ「子育て支援機能」を活用し「地域子育て支援センター事業」や「こんにちは赤ち

ゃん事業」など、様々な子育て支援サービスの充実を図ってきました。 

ニーズ調査によると「子どもが病気の場合の保育について」の設問に対し、多くの保護者

は「仕事を休まざるを得なかった」と回答しており、病時期や回復期における保育ニーズが

あることから、今後は、ファミリー・サポート・センター事業や民間の認可外保育施設等と

も連携し「病児・病後児保育」の実施に努めます。 

また、保護者の疾病や社会的事情により、家庭で子どもを養育することが困難になったと

きに、短期的に養育・保護する事業（ショートステイ）や、仕事等の理由により夜間や休日

に急に保護者が不在になったときに、子どもを養育・保護する事業（トワイライトステイ）

の実施に向け検討を行います。 

子育てサービスや子育てに関するイベント等の情報発信は、本市のホームページや広報紙
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等で行っていますが、より見やすく分かりやすいホームページづくりなど情報提供の充実に

努めます。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

1 
子 

 

育 

 

て 

 

支 

 

援 

 

推 

 

進 

 

事 

 

業 

ファミリー・サ

ポート・センタ

ー 

こども

課 

子育ての援助をしたい人と援助

をしてほしい人をニーズに応じ

て紹介します。 

病児・病後児の保育ができる体制

を構築するため、人材の発掘に努

めます。 

一部 

未実施 

継続して実施 

 

2 つどいの広場 親同士が交流し、育児相談等を行

える場を提供します。 

実行 平成 24 年 3 月廃止 

（拠点施設の集約化） 

3 地域子育て支援

センター 

親同士の情報交換や育児相談を

行える場の提供を民間保育所に

委託して実施します。 

実行 継続して実施 

4 在宅育児支援事

業 

ファミリー・サポート・センター、

つどいの広場、地域子育て支援セ

ンターが合同で、「子育て講演会」

「わいわい交流会」「ちびっこ集

まれ大運動会」等を開催し、在宅

で育児している家庭の交流支援

を行います。 

実行 継続して実施 

5 保育サービス提供事

業（子育て短期支援事

業） 

こども

課 

保護者の病気や仕事の都合など、

家庭で一時的に養育が困難とな

った子どもを短期間預かり、養

育・保護を行うショートステイ事

業、トワイライトステイ事業につ

いて、認可外保育施設や関係機関

と連携して実施に努めます。 

一部 

未実施 

継続して実施 

 

6 子育て情報の提供 こども

課 

市ホームページ上で「子育て掲示

板」「メール相談」を行います。 

一部 

未実施 

継続して実施（子育て

掲示板は休止中） 

7 親子健康支援事業 

（こんにちは赤ちゃ

ん事業） 

健康推

進課 

生後４か月までの乳児がいるす

べての家庭を訪問し、子育てに関

する不安や悩みを聞き、子育て支

援に関する情報提供をするとと

もに、母子の心身の状況等を確認

します。 

実行 継続して実施 
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（２）保育サービスの充実 

【施策の方向】 

本市では、幼保一元化の推進により保育所待機児童の解消や就学前児童の養育環境の整備

を図るとともに、多様な保育ニーズに対応するため、延長保育や一時保育を実施し、保育体

制の強化を図ってきました。 

今後は、急な発熱などで集団保育が困難になった子どもを一時的に預かる「病児・病後児

保育」、短時間勤務者のための「特定保育」、日曜・祝祭日の勤務に対応する「休日保育」な

ど、特定の目的のための保育の実現に向けた検討を進めます。 

また、国が定める新保育所保育指針を踏まえ、保育者が自己評価するなど保育の質の改善・

向上を目指すことや、保育所職員の研修体制を充実し良質な保育サービスの提供に努めます。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

8 

 

私立保育所運営支援

事業 

こども

課 

私立の認可保育所に必要な経費

を負担し、保護者のニーズに合っ

た保育サービスを行います。 

実行 継続して実施 

9 保

 

育

 

サ

 

ー

 

ビ

 

ス

 

提

 

供

 

事

 

業 

通常保育 こども

課 

 

認可保育所による乳児や特別な

保育を必要とする子どもへの保

育を行います。 

実行 継続して実施 

 

10 延長保育事業 子育てと仕事の両立を支援する

ために、平日に保育時間を延長し

ます。 

実行 継続して実施 

 

11 一時保育事業 専業主婦家庭等の育児疲れ解消

や家族の急病、保護者の短時間勤

務のため保育が必要となる子ど

もの保育を行います。 

実行 継続して実施 

 

12 短時間保育等 保護者の就労形態の多様化に伴

う保育需要の変化に対応し、短時

間の保育サービスを行います。 

実行し

ていな

い 

検討中 

13 休日保育事業 保護者の就労形態の多様化等に

伴う保育需要の変化に対応し、日

曜・祝日等の休日に保育が必要と

なる子どもを保育します。 

実行し

ていな

い 

検討中 
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（３）子育て支援ネットワークづくり 

【施策の方向】 

地域全体で子育て家庭を支えることができるよう、本市では平成 17 年４月に子育てサー

クルや子育て支援ボランティア団体、子育て関係機関で構成する「稚内市子育て支援ネット

ワーク」を設立しました。 

しかし、各団体の自主性を尊重するあまり、スムーズな連携が図られていないとの指摘も

あることから、今後各団体の情報の共有化や団体及び事業のＰＲなど、更なる相互連携を図

り、地域の子育て力を強化します。 

 現在、転入時や乳幼児検診時に「稚内市子育て関連施設 わいわいマップ」や「ポケットわい

わい」を配布するなど子育てに関する情報提供を行っており、今後も内容の充実を図ります。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

14 

子 

 

育 

 

て 

 

支 

 

援 

 

推 

 

進 

 

事 

 

業 

「稚内市子育て

支援ネットワー

ク」事業 

こども

課 

地域の子育てサークル、子育て支

援ボランティア団体及び子育て

関係組織と就学前児童とその親

が、地域における子育て支援の情

報交換と相互協力を行うことに

より、児童福祉の向上と親の子育

て力の推進を図ります。 

実行 継続して実施 

15 「先輩ママの子

育て応援団」事

業 

若干年上の先輩ママが無償ボラ

ンティアとして、新米ママへ身近

な生活情報や子育て情報の提供

などのアドバイスを行います。 

実行 継続して実施 

16 子育て情報提供

事業 

子育てガイド「わいわい子育て」

や「子育てマップ」の発行の他、

ホームぺージで子育て情報交流

コーナーを開設し、子育てに関す

る様々な情報の提供を行います。 

実行 継続して実施 

（1） ※ファミリー・

サポート・セン

ター(再掲) 

地域で支えあう会員組織（ファミ

リー・サポート・センター）を運

営し、子育ての援助をしたい人と

援助を受けたい人のネットワー

クを作ります。 

一部 

未実施 

継続して実施 

17 地域活動拠点整備推

進事業 

市民協

働課 

地域住民の活動の場、多世代にわ

たって利用できる交流の場を提

供します。 

実行 拡大 

18 民生児童委員活動支

援事業 

社会福

祉課・こ

主任児童委員、民生児童委員と連

携を図り、情報共有と地域での子

実行 継続して実施 
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ども課 育て支援を推進します。 

19 社会教育活動支援事

業 

社会教

育 課 

・社会教育人材バンク「学びと遊

びの玉手箱」を発行・配布（生涯

学習活動を行う市民団体、サーク

ル、指導者、一芸名人の情報を収

集し、市民に提供）します。 

・各種サークル指導者を育成しま

す。 

実行 継続して実施 

20 子ども会活動推進事

業 

社会教

育課 

 

・リーダーの育成と活動を支援し

ます。（リーダースクールの実施） 

一部 

未実施 

継続して実施 

21 図書館サービス提供

事業 

図書館 図書館における子どもの本の情

報提供や読書相談を実施し、ボラ

ンティア団体の活動を支援しま

す。 

実行 継続して実施 

22 広報活動事業 秘書広

報課 

市広報紙、ＦＭ放送、テレビ等で

子育て情報等を発信します。 

実行 継続して実施 

23 ホームページ運営事

業 

総務課 ・子育てに関する市のホームペー

ジの改善、情報の更新を行いま

す。 

・市のホームページから各教育機

関や民間団体等のホームページ

へリンクしています。 

実行 継続して実施 

 

 

（４）児童の健全育成 

【施策の方向】 

地域における児童数の減少は、遊びを通じて培われていた社会性や規範意識の形成に大き

な影響を与えると言われています。 

放課後や土曜日に家庭に保護者がいない小学校低学年（主に小学校１～３年生）を対象と

した学童保育所や、児童館、学校の空き教室の活用による「放課後子ども教室」は、子ども

達が生活や遊びの場として、安全で快適でなければなりません。 

遊びの指導や子どもの安全管理、生活指導を行う学童保育所指導員や児童館厚生員の質的

向上を目指し、研修などを積極的に実施します。 

地域の中で子どもを育てていくため、家庭だけではなく子育て経験者や子育てボランティ

ア団体、町内会、ＰＴＡなどと連携を図り学童保育所や児童館の利用促進やサービス向上に

努めます。 

また、青少年科学館のサイエンススクール、少年自然の家による自然体験学習、ジュニア

スポーツ教室などと積極的に連携し、放課後児童の健全育成の充実を図ります。 
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事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

24 放

課

後

健

全

育

成

事

業 

児童館 

学童保育所 

放課後子ども教

室 

こども

課 

放課後等に、子ども達に安全で自

由に遊べる空間・生活の場を提供

し、健全な育成を図るとともに、

その保護者を支援します。 

実行 継続して実施 

 

25 

 

子ども通貨「タ

ラ」事業 

児童館や学童保育所において、子

ども通貨「タラ」を用いて、個々

の希望に応じた事業展開を行い、

子ども達の情操を高めます。 

実行 継続して実施 

(20) ※子ども会活動推進

事業（再掲） 

社会教

育課 

・十夢宗谷の自然探検学校を開催

します。 

・スポーツ大会、かるた大会を開

催します。 

一部 

未実施 

継続して実施 

26 青少年交流事業 社会教

育課・ 

サハリ

ン課 

サハリン州の友好都市３市や群

馬県太田市、沖縄県石垣市等、国

内外の都市とのスポーツ・文化・

学術等の交流や研修、調査、情報

収集等の事業に対し支援します。 

実行 継続して実施 

27 自然科学学習支援事

業 

科学振

興課 

・科学館による天体観望会、サイ

エンススクール、プラネタリウム

学習などを開催します。 

・水族館で、水棲生物の飼育、展

示、飼育体験学習やサマースクー

ルなどを実施します。 

実行 拡大 

28 自然体験学習推進事

業 

社会教

育課 

・自然の家による自然クラブ、わ

んぱくチャレンジ、わくわく土曜

日などを開催します。 

・「わっかない育みの里」、「自

然体験施設」などを活用した自然

体験活動を実施します。 

・南小の森の植林、造成を行いま

す 

一部 

未実施 

継続して実施 

(21) ※図書館サービス提

供事業（再掲） 

図書館 ・読み聞かせ、読書感想文コンク

ール等を実施します。 

・図書館まつり、図書館フェステ

ィバル等を開催します。 

実行 継続して実施 
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・移動図書館車の運行による巡回

図書サービスを提供します。 

29 スポーツ施設整備活

用事業 

社会教

育課 

・利用しやすい各体育施設（体育

館、スキー場、パークゴルフ場な

ど）を提供します。 

・水夢館による各種プログラムを

実施します。 

・スポーツ少年団へ学校体育施設

を開放します。 

実行 継続して実施 
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２ 母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進 

【施策展開の基本方針】 

女性にとって妊娠・出産期は、心身に急激な変化を与え、また子育てという責任が新たに

加わることから、育児に対する悩みや不安が生じる時期です。誰もが安心して妊娠・出産、

育児ができ、社会全体で子どもの健やかな成長を支えるために、母子保健事業では妊娠時か

ら乳幼児期の保健指導や健康診査など、母子保健法に基づいた各種事業を行うほか、本市独

自の事業として特定不妊治療費を助成し、子どもを望む人への支援を行っています。 

現在、乳幼児健康診査では乳幼児の健康の支援のほか、子育て支援も行っており、今後の

こうした取り組みを一層充実することが必要です。 

そうした一方で、将来、子どもの父母となる中高校生や大学生に対して乳幼児とふれあう

機会を提供しながら、思春期教育を通じ「子どもをいたわる心やいとおしく感じる心」を育

まなければならないと考えます。 

すべての子どもたちの健やかな成長や「生きる力」を養うためには、日常の体調管理が不

可欠です。健全な食生活を送り、健康で豊かな人間性を生涯にわたって育んでいけるよう、

学校給食や保健指導を通じて「食」に関する指導を推進するとともに知識と実践力を培い、

併せて家族ぐるみで食に対する関心を深めることができるような取組みが必要です。 

 

 

（１）子どもや母親の健康の確保 

【施策の方向】 

 安心して妊娠、出産や子育てができるように、母子健康手帳の交付・妊婦健康診査・マタ

ニティ教室・パパママ教室を実施するほか、乳幼児健康診査・相談、予防接種など母子の健

康の保持・増進を図ります。また、乳幼児の疾病等の早期発見・早期対応のほか、乳幼児を

持つ母親及びその家族の育児不安等の解消を図るため、「こんにちは赤ちゃん事業」により生

後４か月までの赤ちゃんのいる全家庭を保健師や保育士等が訪問し、育児不安の軽減や児童

虐待の発生予防に努めます。 

さらに、乳幼児の主たる死亡原因の一つである誤飲、転落・転倒、やけど等の事故防止に

向けた啓発等の取り組みを実施します。 

生涯自分の歯で食べ健康で豊かに暮すためには、乳幼児期の歯の状態による影響が多いこ

とから、歯科検診、歯科健康教育等を実施し、歯科保健の向上を図ります。 

また、妊娠を望む夫婦にとって不妊治療は自己負担も多く精神的にも厳しい側面がありま

す。そのため、特定不妊治療費の助成や相談を継続します。 
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事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

30 図書館サービス提供

事業（ブックスタート

事業） 

図書館 ７～８か月の乳児のいる家庭に

絵本や読み聞かせアドバイス集

などの入った「ブックスタートパ

ック」をプレゼントし、絵本を通

して親子が楽しい時間を分かち

合い、乳児期より本に親しむ機会

を応援します。 

実行 継続して実施 

31 

親 

 

準 

 

備 

 

事 

 

業 

妊婦健康支援事

業 

健康推

進課 

安心して妊娠・出産・子育てに望

めるよう、妊娠届出による母子健

康手帳の交付、妊婦健康診査の助

成、マタニティ教室、パパママ教

室などの健康教育や健康相談を

行います。 

実行 継続して実施 

 

32 マタニティ教室 妊婦の歯の健康と生まれてくる

赤ちゃんのために歯科衛生士に

よる歯科健康教育及び個別歯科

相談を実施します。 

実行 継続して実施 

33 特定不妊治療費

助成事業 

特定不妊治療（体外受精及び顕微

授精）を行っているご夫婦に対し

治療費の一部を助成します。 

実行 継続して実施 

34 

親 

 

子 

 

健 

 

康 

 

支 

 

援 

 

事 

 

業 

乳幼児健診・相

談事業 

健康推

進課 

子どもの健康の保持・増進や育児

の悩みなどの解消のため、乳幼児

健診（股関節脱臼検診・３～４か

月乳児健康診査・１歳６か月児健

康診査・３歳児健康診査）、 相

談（７～８か月乳児健康相談・１

歳児健康相談・親子なんでも相談

等）や母子訪問（妊産婦・新生児・

未熟児・乳幼児等）を実施します。 

また、歯科医師による歯科健康診

査及び歯科衛生士よる歯科指導

も実施します。 

実行 継続して実施 

(7) ※こんにちは赤

ちゃん事業 

（再掲） 

生後４か月までの乳児のいるす

べての家庭を訪問し、子育てに関

する不安や悩み相談の対応や体

重測定などを行い、赤ちゃんの成

長の確認をするとともに子育て

実行 継続して実施 
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に役立つ情報を提供します。 

35 養育支援家庭訪

問事業 

健康推

進課 

養育支援が必要な家庭を保健師

等が訪問し、短期又は中長期的に

支援していきます。 

また、必要に応じ関係機関との連

携を図ります。 

実行 継続して実施 

 

36 親子健康教育事

業 

乳児とその親を対象にした保育

士によるすくすく赤ちゃん教室

や幼児とその親を対象にした親

子クッキング教室を行い、乳幼児

を持つ親子の子育て及び健康支

援を図ります。 

実行 継続して実施 

37 フッ化物等塗布

事業 

乳幼児にフッ素及びサホライド

塗布を実施することでむし歯の

予防及び進行防止を図ります。 

実行 継続して実施 

38 感染症予防対策事業 

（予防接種対策事業） 

健康推

進課 

BCG、三種混合、二種混合、ポ

リオ、麻しん風しん（ＭＲ）混合、

麻しん、風しんの予防接種を実施

し感染症予防に努めます。 

実行 継続して実施 

39 子育て支援推進事業 

（乳幼児等医療費助

成事業） 

総合窓

口課 

就学前の乳幼児の医療費と小学

生の入院費用について助成しま

す。 

実行 継続して実施 

 

 

（２）食育の推進 

【施策の方向】 

 子どもの健康づくりは、基本的な生活習慣や食習慣が大切です。とりわけ、食事は、ただ

単に「食べる」ことではなく、健康な生活を送る上で不可欠であり、会話を楽しみながらの

食事は情緒面での発達や家族関係等、人格形成の過程で大きな役割を果たします。 

妊娠期・授乳期・離乳食初期から完了期など乳幼児の成長に合わせて、栄養士による栄養

健康教育・相談を実施します。 

また、保育所では年間食育活動の計画を立て発達の段階に応じた食事を提供するとともに、

子育て支援センターなどでの親子クッキング等の育児支援を通じ、幼少期から食育教育を推

進します。 

学童期にあっては、子ども達が健全な食生活を送り、健康で豊かな人間性を生涯にわたり

育んでいくために、食に関する知識と実践力を養い、併せて食に対する関心を家族や地域ぐ

るみで深めることができるように、小中学校単位で策定される全体的な指導計画のもとに食

育を展開します。 
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事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

（8） ※私立保育所運営支

援事業（再掲） 

こども

課 

私立保育所による年間食育活動

計画を作成し個々の発達に応じ

た食事提供を行います。 

実行 継続して実施 

（5） ※保育サービス提供

事業（ 再掲） 

こども

課 

公立保育所による年間食育活動

計画を作成し個々の発達に応じ

た食事提供を行います。 

実行 継続して実施 

40 学校給食提供事業 学校給

食課 

食育の一環としてバイキング給

食を通じて食に関する指導を行

い、食に対する知識を培います。

また、栄養教諭を中心に食の教育

に取り組みます。 

実行 継続して実施 

(32) ※親準備事業（再掲） 

（マタニティ教室） 

健康推

進課 

妊娠中の栄養や離乳食初期につ

いて調理実習などを通じ、栄養士

による栄養健康教育・個別栄養相

談を行います。 

実行 継続して実施 

(34) 

親

子

健

康

支

援

事

業 

※乳幼児健診・

相談事業（再掲） 

健康推

進課 

股関節脱臼健診では授乳期にお

ける母親の栄養及び離乳食初期

について、３～４か月健康診査で

は離乳食初期、７～８か月健康相

談では離乳食中期～完了期につ

いて栄養士による栄養健康教育

を行います。 

実行 継続して実施 

41 親子クッキング

教室 

食事に関心がでてくる２～３歳

児を対象に親子で簡単にできる

調理体験を行い、主体的に食べる

力を育てます。また保護者に子ど

もへの適切な食事の与え方や関

わり方の支援を行います。 

実行 継続して実施 

 

（３）思春期保健対策の充実 

【施策の方向】 

成長過程の重要な時期である思春期は、身体的・精神的変化が一生の中でもっとも大きな

時期です。 

学校教育において、感染症を含む適切な性教育を実施することや、自他のいのちを尊重す

ることを「赤ちゃんだっこ体験授業」、「生命の大切さの教育」を通して、男女が共同して家

庭を築く大切さや子育てに関する理解を深める学習の場の機会を提供し、親準備のための教

育を推進します。 
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事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

42 親準備事業 

（思春期教育事業） 

健康推

進課 

思春期世代への教育を推進しま

す。 

実行 継続して実施 

43 教育相談・不登校等対

策事業 

学校教

育課 

問題行動やいじめ、悩み等がある

児童、生徒とその保護者の問題解

決と改善を図るため、地域、教育

関係機関及び福祉関係機関と密

接に連携し、子どもや子育て家庭

への指導援助や相談を実施しま

す。 

実行 継続して実施 

 

 

（４）小児医療対策の充実 

【施策の方向】 

子どもの健やかな成長には、日常生活はもちろんのこと緊急時にも必要に応じた適切な医

療が受けられる体制が求められます。特に市立稚内病院は宗谷圏の小児緊急医療拠点病院に

も位置づけられており、今後も医師の確保など、診療体制を堅持していく必要があります。 

小児医療では、単に疾患の診断や治療だけではなく、乳幼児健診を通じて子どもの発育・

発達についての相談、予防接種による感染症の予防、虐待の早期発見など、幅広い対応が必

要となります。 

本市が独自の対策として実施している開業医誘致を積極的に進めながら、各医療機関と連

携を図り、医療体制の充実に努めます。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

44 開業医誘致推進事業 健康推

進課 

本市の区域内に診療所を開設す

る開業医に対し、診療所開設に係

る費用の一部を助成します。 

実行 継続して実施 

(38) ※感染症予防対策事

業（再掲） 

健康推

進課 

感染症予防普及啓発事業の推進

を図ります。 

実行 継続して実施 
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３ 支援を必要とする児童へのきめ細やかな取組の推進 

【施策展開の基本方針】 

子育てのストレスや生活不安などから、子どもへの虐待が全国的に年々増加傾向にあり後

を絶ちません。これらの要因として、虐待を受けて育った親が自分が子育てする段階で我が

子に虐待をしてしまうという世代間連鎖や、パートナーとの関係を維持するために子どもを

虐待してしまうことなどが指摘されています。 

本市では、児童虐待防止に向け早期発見・早期対応に努めるとともに、家庭児童相談室及

び児童福祉相談室に専門の相談員を配置し、相談体制の充実を図ってきました。 

ニーズ調査においては、各種相談窓口の認知度が低い状況ですが、その一方で今後は利用

したいという回答が約６割あり、現在悩みがなくても将来の育児や家庭教育等に不安を抱え

ている状況があると考えられます。 

また、家庭児童相談員や母子自立支援員を配置しひとり親家庭を支援してきましたが、今

後も一層の充実を図る必要があります。 

障がいのある児童に対しては、障がい児保育の実施や学校における特別支援教育の充実、

また各種社会保障制度の活用等を進めてきましたが、今後も関係機関と連携しきめ細やかな

対応に努める必要があります。 

 

 

（１）児童虐待防止対策の充実 

【施策の方向】 

 家族の絆を大切にしながら子育てをすることや、地域社会の中に子育てをサポートする社

会的資源がたくさんあることを周知し、児童虐待防止活動を推進します。 

『稚内市児童問題連絡会』は 児童福祉法の要保護児童対策地域協議会として位置付けられ

ており、司法関係機関、教育関係機関、児童福祉関係機関、保健医療機関等が連携し、十分

な状況把握に努め、ケース検討会議を開催し、保護者への助言や緊急保護など迅速な対応を

行います。 

また、児童虐待防止に対応するマニュアルを作成し、教育施設、児童福祉施設、小児医療

機関、民生児童委員など、日頃子どもと多く関わる機関や関係者に配布することで周知を図

るとともに、虐待に対する意識向上のための研修会・講演会を開催し、総合的な児童虐待防

止体制を強化します。 

しかし、児童の緊急一時保護に対応する機能が、現在の上川総合振興局保健環境部稚内児

童相談分室（旭川児童相談所稚内分室）には設置されていないことから、児童を保護するに

至っても、遠方の児童養護施設を利用することになるため、家庭機能の修復に時間を要する

などの問題があり、継続して一時保護機能を有した児童養護施設等の設置に向けた活動に取

り組みます。 
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事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

45 

母

子

家

庭

等

自

立

支

援

事

業 

稚内市児童問題

連絡会事業 

こども

課 

関係機関と連携・協力し、児童の

権利を守り、児童虐待の未然防止

や児童福祉に関わる困難事例を

早期発見するとともに、児童虐待

防止の啓発活動を推進します。 

実行 継続して実施 

46 家庭児童相談・

母子家庭自立 

支援事業 

専任の家庭児童相談員を配置し、

家庭における児童虐待や養育等、

様々な問題について相談・アドバ

イスを行います。 

実行 継続して実施 

47 児童福祉相談事

業 

専任の児童福祉相談員を配置し、

障がいや問題を抱える幼児、児

童、生徒それぞれのケースに応じ

た指導や支援を行います。 

実行 継続して実施 

48 親準備事業 

（妊娠届出・妊婦相

談） 

健康推

進課 

妊娠届出時にアンケートを実施

し、ハイリスク妊婦を早期に把握

し、支援を図ります。また、随時

妊婦の相談に応じ、妊娠期からの

虐待予防に努めます。 

実行 継続して実施 

（7） 

親 

 

子 

 

健 

 

康 

 

支 

 

援 

 

事 

 

 

業 

※乳児家庭全戸

訪問事業（再掲） 

（こんにちは赤

ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいるす

べての家庭を訪問し、子育てに関

する不安や相談に応じ子育てに

役立つ情報を提供し、育児不安の

軽減や児童虐待の発生予防に努

めます。 

実行 継続して実施 

 

(35) 養育支援家庭訪

問事業 

養育支援が必要な家庭を保健師

等が訪問し、短期又は中長期的に

支援していきます。 

また、必要に応じ関係機関との連

携を図ります。 

実行 継続して実施 

 

(34) 乳幼児健診・相

談事業 

各種健診・相談において、子ども

の健康及び保護者の育児の悩み

などに応じます。また、３～４か

月乳児健康診査においては「子育

てアンケート」を実施し、支援が

必要な人の把握、適宜な支援を図

る虐待予防マネジメントシステ

ム事業を展開します。 

実行 継続して実施 
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（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

【施策の方向】 

家庭児童相談員や母子自立支援員により、ひとり親家庭等で養育されている子どもの健や

かな育成を促すため相談体制を強化します。 

国・道・市によるひとり親を支援する各種制度を積極的に活用するよう働きかけ、経済的

自立に向けた支援を図ります。 

また、保育所や学童保育所への優先的入所など保護者が安心して就労できる環境づくりに

努めます。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

(46) 母

子

家

庭

等

自

立

支

援

事

業 

※家庭児童相

談・母子家庭自

立支援事業（再

掲） 

こども

課 

ひとり親家庭が、安心して子育て

ができ、子どもが健やかに育つこ

とを目的とし、児童福祉相談員、

家庭児童相談員、母子自立支援員

を配置し、子育て家庭への相談や

支援を実施します。 

実行 継続して実施 

49 児童扶養手当支

給事業 

ひとり親家庭等の児童に対し児

童扶養手当を支給します。 

実行 継続して実施 

50 ひとり親家庭等

医療費助成事業 

総合窓

口課 

ひとり親家庭等の医療費を助成

します。 

実行 継続して実施 

51 稚内北星学園大学公

開講座 

(※市の実施計画外） 

稚内北

星学園

大学 

パソコンワープロ入門やパソコ

ン表計算ソフト入門等の公開講

座を行います。 

実行し

ていな

い 

平成 21 年度から 

廃止（大学の方針） 

 

 

（３）障がい児支援の充実 

【施策の方向】 

障がいのある児童又は発達に遅れがある児童が個性を発揮し、いききと生活していくため

には、早期から適切な支援や療育などを行うことが重要です。 

本市においては、乳幼児期から老齢期までの総合的な支援制度の中で、早期療育通園セン

ターや保育所・幼稚園での障がい児保育の実施、医療面では育成医療、児童補装具や日常生

活用具等の給付などの各種社会保障制度の周知を図るとともに、関係機関の連携による相互

の資質の向上に努めます。 

学校においては、それぞれの障がいや発達に応じた個別の指導を行い支援計画を作成する

など、進学や進路指導の充実を関係機関との連携を図りながら強化するとともに、障がいに

対する理解・認識を育てる教育を進めます。さらに、義務教育課程において障がい児の社会

的自立に向けた就労支援を、学校、稚内市職親会、企業との協働で推進します。 
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事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

52 障害者自立支援給付

等事業 

社会福

祉課 

障がいのある児童に対し、補装具

の購入やショートステイ、デイサ

ービスなどの障害福祉サービス

を利用する際の費用の一部を給

付します。 

実行 継続して実施 

53 障害者地域生活支援

事業 

社会福

祉課 

障がいのある児童や保護者等か

らの相談に応じ必要な情報提供

を行うとともに、重度の障がいの

ある児童に対しては、自立した生

活を送るための支援用具等を給

付します。また、障がいのある児

童の日中における活動の場の確

保や、その家族の就労支援及び一

時的な休息を目的とした事業等

を実施します。 

実行 継続して実施 

54 生活安定支援事業 

（特別障害者手当等

給付事業） 

社会福

祉課 

重度の障がいのある児童（在宅

で、日常生活において常時介護を

必要とする 20 歳未満の児童）

に対し障害児福祉手当を支給し

ます。 

実行 継続して実施 

55 特別児童扶養手当の

支給 

（※市の実施計画外） 

社会福

祉課 

障がいのある児童（在宅で、20 

歳未満の児童）を監護する父また

は母、もしくは養育する方に対し

特別児童扶養手当を支給します。 

実行 継続して実施 

56 特別支援教育推進事

業 

学校教

育課 

教育上特別な支援を必要とする

児童生徒の生活や学習上の困難

を改善・克服するために必要な支

援・指導を実施します。 

実行 拡大 

57 早期療育通園センタ

ー事業 

健康推

進課 

早期療育通園センターにおいて、

障がいのある児童や発達に遅れ

がある児童又はその疑いがある

児童に対し、デイサービスの実施

（遊びをとおした心身や言語面

等の発達の促進、対人関係の学び

等の療育等）や対象児童、その家

族に対する相談・指導を行いま

す。 

実行 継続して実施 
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58 幼稚園教育推進事業 こども

課 

私立幼稚園において特別な支援

を要する児童の受入に対し補助

を行います。 

実行 継続して実施 

（9） ※保育サービス提供

事業（ 再掲） 

こども

課 

公立保育所において特別な支援

を要する児童の保育を行います。 

一部 

未実施 

継続して実施 

(47) ※児童福祉相談事業

（再掲） 

こども

課 

専任の児童福祉相談員を配置し、

障がいや問題を抱える、幼児、児

童、生徒、一人ひとりの教育的、

社会的ニーズに応じた指導や支

援を行います。 

実行 継続して実施 
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４ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

【施策展開の基本方針】 

本市では昭和 61 年に次代を担う子ども達のすこやかな成長を願い『子育て平和都市』を

宣言しました。子どもたちが変化する社会の中で生きていくことができるよう、基礎的・基

本的知識、技能の確実な習得などが重要です。 

また、幼少期における教育は生涯にわたる人格形成の上で大きな役割を果たします。家庭

はすべての教育の出発点であり、「早寝早起き」「朝食を摂る」などは、子どもにとって望ま

しい基本的生活習慣です。 

しかし、ニーズ調査で『子育てに関して日頃悩んでいることや、気になること』について、

「子どもの教育（勉強・学力）」がもっとも多く、次いで「子どもの友だちづきあい（いじめ

等を含む）」「子どもとの時間が充分とれない」「子どもを叱りすぎている気がする」などの意

見が挙げられており、共働き家庭が増え、子どもとの関わりが充分持てず、子どもの求めに

応じきれないといった悩みを抱えている世帯が多いことが垣間見えます。 

学校においても『優しさとたくましさを兼ね備えた子どもの育成、子どもをあたたかく見

守る地域社会の再構築』を学校教育目標としていることからも、学校、家庭、地域がそれぞ

れの役割を発揮しつつ、本計画の基本理念でもある「子育て運動」と連動した取り組みを進

めることが必要です。 

 

 

（１）次代の親の育成 

【施策の方向】 

 男女で協力して家庭を築き、子どもを産み育てることの意義や喜びを理解することは、次

代の親となる中高生にとってはとても大切なことです。子育てについての勉強の場や乳幼児

とふれあえる機会を提供し、子育てに関する知識の普及や子どもに対する愛着の醸成に努め

ます。 

また、若年層に対し職業相談や就職に関する情報提供を行い、職業意識の向上を図ります。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

59 雇用・労働安定対策事

業（就職支援事業） 

水産商

工課 

高校生が在学中から望ましい職

業意識の形成や職業能力を身に

付けることで、就職率の向上を図

ります。 

・就職ガイダンス 

・インターンシップ支援事業 

・就職意識形成事業 

実行 継続して実施 

(42) ※親準備事業（再掲） 

（思春期教育事業） 

健康推

進課 

思春期世代への教育を推進しま

す。 

実行 継続して実施 
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（２）子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備 

【施策の方向】 

 学校教育では、｢生きる力｣の育成を目指し、地域社会や幼稚園、保育所、小学校とも連携

しながら体験的な学習活動の充実を図るため、一人ひとりの学力や学習の習熟度に応じたき

め細やかな学習指導の実施や、豊かな心を育くむ道徳教育を推進します。 

また、非行や不登校に関しては、学校にスクールカウンセラーや心の教育相談員を配置し

ていますが、子どもや保護者が気軽に相談できるよう、教育相談所、適応指導教室（つばさ

学級）などの関係機関と連携した取組を進めます。 

 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

60 学校運営事業 学校教

育課 

総合的な学習の時間における地

域講師を活用します。 

実行 継続して実施 

61 スポーツ活動推進事

業 

社会教

育課 

学校施設を活用したニュースポ

ーツ普及講習会を開催します。 

実行 継続して実施 

(43) ※教育相談・不登校等

対策事業（再掲） 

学校教

育課 

問題行動やいじめ、悩み等がある

児童、生徒とその保護者の問題解

決と改善を図るため、地域、教育

関係機関及び福祉関係機関と密

接に連携し、子どもや子育て家庭

への指導援助や相談を実施しま

す。 

実行 継続して実施 

62 環境保全啓発事業 環境エ

ネルギ

ー課・生

活衛生

課 

小中学生・社会人向けの環境教

育、学習教材（副読本・DVD な

ど）を作成します。 

一部 

未実施 

拡大 

(58) ※幼稚園教育推進事

業（再掲） 

こども

課 

・幼稚園入園費の助成、就園奨励

費の支給による通園しやすい環

境を整備します。 

・幼稚園による幼児教室の開設、

親子登園等を実施、支援します。 

実行 継続して実施 

63 夢広がる学校づくり

推進事業 

学校教

育課 

各学校の創意工夫に基づく特色

ある教育活動を推進するための

事業を支援します。 

実行 継続して実施 

64 小中一貫教育実践研

究事業 

学校教

育課 

各教科ごとの一貫カリキュラム

の研究等を行い、小中一貫教育の

システムを構築します。 

実行 継続して実施 
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65 人権擁護推進事業 市民協

働課 

・人権に関する啓発運動を実施し

ます。 

・人権作文コンテストの実施、人

権教室等を開催します。 

実行 継続して実施 

66 外国語教育強化事業 学校教

育課 

外国語指導助手（ＡＬＴ）を小中

学校等へ派遣します。 

実行 拡大 

67 学校教育振興事業 

（産業教育振興事業） 

学校教

育課 

漁業、水産に関する産業教育を実

践します。 

実行 継続して実施 

68 子育て推進事業 社会教

育課 

教育講演会を開催します。 実行 継続して実施 

69 資格フェスタ開催事

業 

(※市の実施計画外) 

稚内北

星学園

大学 

資格フェスタを開催します。 

（目指したい職業に就くために

必要な資格や、資格の内容、取得

方法等、資格と職業の関係につい

て説明するなど、進路を考える機

会の提供） 

実行し

ていな

い 

平成 21 年度から 

廃止（大学の方針） 

(59) ※雇用・労働安定対策

事業（再掲） 

（就職支援事業） 

水産商

工課 

高校生が在学中から望ましい職

業意識の形成や職業能力を身に

付けることで、就職率の向上を図

ります。 

・就職ガイダンス 

・インターンシップ支援事業 

・就職意識形成事業 

実行 継続して実施 

 

 

（３）家庭や地域の教育力向上 

【施策の方向】 

 近年、親の働き方や家庭環境の変化により、基本的な生活習慣等を含めた家庭での教育力

が低下していることから、保育所、幼稚園、学校、地域におけるそれぞれの役割を相互に理

解し、社会全体で家庭教育を支援する必要性が高まってきています。 

そうしたことから、「子育て提言」が掲げる「家族のふれあい、いたわりを大切にしていま

すか」「学校・家庭・地域の力あわせを大切にしてますか」、「かわいいからこそ甘やかさない。

生きる厳しさを教えていますか」、「ケータイ・ネットを使いこなせる力を育てましょう」、「 子

は親・大人、地域の鏡。大人どうしの力あわせを大切に」という５つの大きな柱を広く市民

に啓発し、この提言が励行できる環境づくりを進めます。 

また、子ども会活動、ＰＴＡ活動、スポーツ活動を通じた地域行事への親子参加を積極的

に働きかけ、子どもたちが健全に育成されるよう地域全体での子育て運動を促進し、家庭や

地域における教育力の向上を図ります。 
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事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

70 生涯学習推進事業 社会教

育課 

・社会教育センターに生涯学習推

進アドバイザーを配置（学習相

談、生涯学習事業の企画と運営な

ど）します。 

・専門知識を持った生涯学習アド

バイザーを社会教育施設に配置

し、生涯学習に関する相談・ｂｎ

指導や生涯学習事業を企画・運営

します。 

実行 継続して実施 

(21) ※図書館サービス提

供事業（再掲） 

図書館 ・読み聞かせ、読書感想文コンク

ール等を実施します。 

・図書館まつり、図書館フェステ

ィバル等を開催します。 

・移動図書館車の運行による巡回

図書サービスを提供します。 

実行 継続して実施 

(61) ※スポーツ活動推進

事業（再掲） 

社会教

育課 

・平和マラソン、平和駅伝を開催

します。 

・健康体力づくりを推進します。 

・市民スポーツ活動を促進しま

す。 

・市民が気軽に参加できる軽スポ

ーツイベントを開催します。 

・各種スポーツ大会等を開催しま

す。 

・スポーツ団体や指導者の育成、

競技力の向上を図ります。 

実行 継続して実施 

(19) ※社会教育活動支援

事業（再掲） 

社会教

育課 

・学校休業日を有効に活用できる

機会を提供します。（こどもの広

場、やさいクラブなど） 

・生涯学習活動を行う団体、サー

クル、指導者、一芸名人の登録分

野を紹介するリーフレット｢学び

と遊びの玉手箱｣を発行・配布し

ます 

実行 継続して実施 

(68) ※子育て推進事業（再

掲） 

社会教

育課 

・「 子育て提言」を啓発、励行

します。 

・「 子育て平和運動」を啓発し、

実行 継続して実施 
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イベント等を実施します。 

・子育て全市交流会を開催しま

す。 

(20) ※子ども会活動推進

事業（再掲） 

社会教

育課 

・子ども会育成会活動を支援しま

す。 

・子ども会育成会の研修と組織を

強化します。 

・リーダーの育成と活動を支援し

ます。 

・十夢宗谷の自然探検学校を開催

します。 

・南極犬慰霊祭を開催します。 

・リーダースクールを実施しま

す。 

・スポーツ大会、かるた大会を開

催します。 

一部 

未実施 

継続して実施 

(26) ※青少年交流事業（再

掲） 

社会教

育課・ 

サハリ

ン課 

サハリン州の友好都市３市や群

馬県太田市、沖縄県石垣市等、国

内外の都市とのスポーツ・文化・

学術等の交流や研修、調査、情報

収集等の事業に対し支援します。 

実行 継続して実施 

71 文化財保護事業 教育総

務課 

郷土の歴史や文化財を後世に引

き継ぐため調査、保護を行うとと

もに、それらを学ぶための資料の

作成や学習機会を創出します。 

実行 継続して実施 

72 芸術・文化活動支援事

業 

社会教

育課 

・文化事業振興協議会や文化協会

の支援を行います。(優れた舞台

芸術の鑑賞機会の提供、市民文化

祭の開催、文化関係団体・会員の

資質向上・文化活動の推進） 

・伝統文化の普及伝承を進めま

す。 

・文化サークルの育成・活動支援

を行います。 

・各種作品展、発表会等の場を提

供します。 

・舞台、演奏会等の鑑賞機会を提

供します。 

 

実行 継続して実施 
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73 社会教育活動支援事

業 

（出前講座事業） 

社会教

育課 

各町内会や老人クラブ、学校、サ

ークル、団体などの依頼を受け、

木工作や和紙工芸、しめ飾り作

り、そば打ち体験等様々な講座を

出前し、幅広く学習機会の提供を

行います。 

実行 継続して実施 

(22) ※広報活動事業（再

掲） 

秘書広

報課 

生涯学習に関する情報を収集・提

供します。 

実行 継続して実施 

(23) ※ホームページ運営

事業（ 再掲） 

総務課 ・子育てに関する市のホームペー

ジの改善、情報の更新を行いま

す。 

・市のホームページから各教育機

関や民間団体等のホームページ

へリンクしています。 

実行 継続して実施 
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５ 職業生活と家庭生活の両立(ワークライフバランス)の推進 

【施策展開の基本方針】 

ニーズ調査では、「子育てと仕事の両立に関わる悩み」として、「子どもや他の家族が急に

病気になったとき仕事を休まざるを得ない」、「両親とも勤務時間が長く子どもと接する時間

が少ない」、「祖父母に預かってもらっているが心苦しく感じている」等の回答が多くありま

した。 

また、「 子どもが病気になったときは、母親が仕事を休む」、「仕事以外にも家事・育児の

ほとんどを母親が行わなければならない」という回答も多く、こうした結果からも仕事と育

児の両立の困難さや家庭内での家事、育児は母親の役割であるという固定的な意識があるこ

とがうかがわれます。 

職業生活と家庭生活の両立を図るには、男女の家庭内での役割分担は重要ですが、平成 20

年に制定された「稚内市男女共同参画推進条例」や「仕事と生活の調和（ワークライフバラ

ンス）憲章」の実現のため、社会全体で取り組むことが求められています。 

 

 

（１）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

【施策の方向】 

 新たに策定された「稚内市男女共同参画行動計画」や、国が示している「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」の具現化のため、社会全体が仕事時間と生活時間のバランスがと

れるよう「働き方の見直し」を進めることにより、働きながら子育てをしていても親子がふ

れあう時間を十分持てるようにすることが必要です。 

また家事・育児等を男女がともに担うことが可能となるよう、労働者、事業主、地域住民

等の意識改革を推進する広報、啓発、情報提供を国、北海道、関係団体と連携を図りながら

推進します。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

74 男女共同参画推進事

業 

教育総

務課 

・男女共同参画の理解と啓発活動

を推進します。 

・男女共同参画の視点に立った教

育・学習を推進します。 

・互いの性の尊重と異性に対する

あらゆる暴力を根絶します。 

・労働の場や地域社会等における

男女共同参画を推進します。 

実行 継続して実施 

(59) ※雇用・労働安定対策

事業（再掲） 

水産商

工課 

パート労働者の通年雇用促進や、

新たな雇用の場の創出、雇用不安

の解消するため、労働問題に関す

一部 

未実施 

継続して実施 
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るセミナー・講演会の開催、市内

事業所が雇用する従業員に対す

る職業訓練を行います。 

 

 

（２）仕事と子育ての両立支援のための基盤整備 

【施策の方向】 

 仕事と子育ての両立支援のため、保育所の待機児童解消に取り組むとともに、多様な就労

形態に対応するため、引き続き延長保育等のサービス提供に努めます。 

保育所で対応できないサービスについては、ファミリー・サポート・センターや認可外保

育施設の有効活用を図ることが必要であると考えます。 

また、小学校低学年を対象とした学童保育所や児童館等の放課後対策や学校の余裕教室を

活用した放課後子ども教室についても、地域のニーズに対応できるよう努めます。 

さらに、国等の育児休業制度や各種制度についての情報提供を行い、両立支援に関する制

度の周知を図ります。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

（1） ※子育て支援推進事

業（再掲） 

（ファミリー・サポー

ト・センター） 

こども

課 

子育ての援助をしたい人と援助

をしてほしい人をニーズに応じ

て紹介します。 

一部 

未実施 

 

継続して実施 

（9） ※保育サービス提供

事業（ 再掲） 

こども

課 

保護者の就労形態に合わせた保

育サービスを実施します。 

実行 継続して実施 

(24) ※放課後健全育成事

業（再掲） 

こども

課 

放課後等に、子ども達に安全で自

由に遊べる空間・生活の場を提供

し、健全な育成を図るとともに、

その保護者を支援します。 

実行 継続して実施 

 

(74) ※男女共同参画推進

事業（再掲） 

教育総

務課 

ワーク・ライフ・バランス（仕事

と生活の調和）の考え方の普及に

努めます。 

実行 継続して実施 

(69) ※資格フェスタ開催

事業（再掲：市の実施

計画外) 

稚内北

星学園

大学 

資格フェスタを開催します。 

（目指したい職業に就くために

必要な資格や、資格の内容、取得

方法など、資格と職業の関係につ

いて説明するなど、進路を考える

機会の提供） 

実行し

ていな

い 

平成 21 年度から 

廃止（大学の方針） 
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６ 子育てを支援する生活環境の整備 

【施策展開の基本方針】 

ニーズ調査の結果では、「身近で遊べる公園・遊園地の設置」「公園遊具の充実」「レジャー

施設の設置」「冬期間親子で遊べる場の確保」や、「店舗の空きスペースに遊具設置の助成」

を求める等の意見が多くありました。 

このことから、既存の公園の有効活用やちびっこ広場に設置している遊具の安全性を確保

し、親子が気軽に安らげる場の充実が必要と考えます。 

また、本市の公共施設を乳幼児がいる親子が利用する場合、トイレや授乳する場所がない

ケースやベビーカーの使用に不便な段差・階段などがあり、今後、新たに公共施設を整備す

る場合、誰もが安心して利用できるバリアフリーやユニバーサルデザインの考え方を取り入

れ、人に優しい生活環境の整備を推進することが求められています。 

道路や交通機関に関するものでは、子どもと一緒に歩道を利用するとき、自転車や横一列

に歩いている人たちに、遠慮しながら通行しなければならないといったマナーの悪さについ

て指摘する意見もありました。 

冬期間の交通網整備や、自転車と歩行者が安心して通行ができるよう優先度に応じた道路

計画を進めていかなければなりません。 

 

 

（１）良質な住宅環境の確保 

【施策の方向】 

 急激な社会変化や多様化する市民ニーズに対応する住宅施策を総合的に展開するため、「稚

内市住宅マスタープラン」により、公共、民間の住宅施策の基本方針を定め、単に住宅建設

だけではなく地域の気候風土や特性を活かしながら、リフォームやバリアフリー住宅への支

援、周辺環境整備、除排雪の充実、防犯灯、街路灯などの整備を行い高齢者や子育て家庭に

とっても、安全・安心な住宅地づくりを進めます。 

市営住宅に子育て世帯を対象とした入居枠を設けるなど、子育て家庭に配慮した住宅環境

の整備に努めます。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

75 住環境整備事業 

（市営住宅ストッ

ク・長寿命化計画等策

定事業） 

都市整

備課 

市営住宅ストック・長寿命化計画

の策定に当たり、住宅に困窮する

子育て世帯に対し、特定目的とし

て子育て期間のみ入居可能な市

営住宅の整備を検討します。 

実行 継続して実施 

76 まちなか居住等推進

事業 

都市整

備課 

「まちなか居住の動き」をつくる

ため、インターネットを活用した

「まちなか居住ポータルサイト」

実行 継続して実施 
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を整備し、市民、事業者、行政が

情報を共有し、まちなか居住の推

進を図ります。 

 

 

（２）安全な道路交通環境や安心して外出できる環境の整備 

【施策の方向】 

 市民生活の利便性を確保し歩行者や自転車が安心して通行できるよう、優先度に応じた計

画的な道路整備に努めます。街路樹や緑地を配置した歩行空間の創出等公共交通の整備を図

るとともに、冬期間における通学路の確保を今後も優先的に行います。 

また、公園等の遊具の安全性を確保し、子どもが安心して遊べる場を確保します。 

子どもを交通事故等から守るため、交通安全教育を学校や放課後の活動の場においても積

極的に推進します。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

77 交通安全対策推進事

業 

防災安

全課 

青空教室や自転車啓発を行い、交

通安全教育を推進します。 

実行 継続して実施 

78 都市公園等整備運営

事業 

都市整

備課 

公園やちびっこ広場の遊具を整

備します。 

実行 継続して実施 

79 雪対策事業 土木課 市民、町内会、学校、企業等によ

る除雪ボランティア活動を推進

します。 

実行 拡大 

 

 

（３）安全・安心まちづくりの推進 

【施策の方向】 

 子ども安全育成センターにおいて、児童・生徒が犯罪に巻き込まれないよう学校内や周辺

地域（通学路など）の見守りを行うスクールガードボランティア活動を継続するほか、青少

年の非行防止に対する取組みや民間の事業者等の協力による「こども 110番の家」と連携し、

日常的な地域住民の見守りにより子ども達の安全対策を強化します。また、市の公用車両に

青色回転灯を搭載し、市内巡回を行い子どもたちに注意を促しながら不審者を寄せ付けない

運動等、今後も安全安心が確保できるよう努めます。 

災害に備え、町内会や事業所単位における自主防災組織の新たな組織化を働きかけるほか、

既に組織されている団体の支援に努めます。 
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事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

執行 

状況 
今後の方針 

80 防犯活動推進事業 防災安

全課 

市の公用車両に青色回転灯を搭

載し、青色防犯パトロールを実施

します。 

実行 継続して実施 

81 子育て推進事業 

（子ども安全育成セ

ンター運営事業） 

社会教

育課 

専任育成員による青色回転灯搭

載車両での街頭育成指導を実施

します。 

実行 継続して実施 

市内の小・中・高等学校、社会教

育施設等に「校外生活のめあて」

を配布し、非行防止に努めます。 

実行 継続して実施 

防犯教室等を開催し、不審者への

対応方法や自己防衛の方法を指

導します。 

実行 継続して実施 

スクールガードの登録を推進し

ます。 

実行 継続して実施 

不審者情報に関わる携帯メール

配信を充実します。 

実行 継続して実施 

子ども安全育成センターだより

を発行し、市内小・中・高等学校

及び関係施設に配布・掲示し、啓

発活動を図ります。 

実行 継続して実施 

青少年健全育成運動へ積極的に

参加し、非行防止運動の協力を推

進します。 

実行 

 

継続して実施 
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７ 子ども等の安全の確保 

【施策展開の基本方針】 

ニーズ調査の結果では、小学生の子を持つ親は登下校の安全に対する関心が高く、８０％

以上がスクールガード活動について認識していることが分かりました。 

日本各地で子どもが犠牲になる痛ましい事件・事故が相次いで発生している現状から、学

校を始めとする地域社会が子どもたちにとって安全・安心な環境を整備することは極めて重

要なことです。 

人間関係が希薄化する地域社会においては、市民一人ひとりが防犯意識を高め、警察署を

始めとする関係機関や家庭、学校、地域の一層の連携を図り、交通安全対策、防犯活動の強

化に努めることが必要です。 

 

 

（１）子どもの交通安全の確保や犯罪等の被害から守るための活動の推進 

【施策の方向】 

 子どもを交通事故から守るため、幼稚園、保育所、学校、民間団体との連携・協力体制を

強化し、地域ぐるみの交通事故防止対策の推進や交通安全意識の向上を図ります。 

また、子どもを犯罪被害から守るためのスクールガード活動は全国的に誇れるものであり、

家 庭、町内会、学校、子ども安全育成センターなどと連携し防犯意識を高め、犯罪の抑制に

努めます。 

平成 21 年４月に施行された「青少年が安心してインターネットを利用できる環境の整備

に関する法律」は、子どもたちが携帯電話やインターネットからの有害情報による悪影響を

受けないようにすることや、犯罪に巻き込まれないようにするために整備されました。この

法律の趣旨を踏まえ「フィルタリング」することを子ども安全育成センターや学校が中心と

なり、保護者や事業者へ周知します。 

更に、携帯電話メール機能を活用した「緊急情報提供システム」により不審者情報を発信

し、リアルタイムで情報を共有する等事故の未然防止と防犯意識を高める取り組みを今後も

継続します。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 

今後の方針 

 

(81) ※子育て推進事業（再

掲） 

社会教

育課 

・スクールガードの登録を推進し

ます。 

・地域安全安心マップを製作しま

す。 

・子ども安全育成センターへの支

援を行います。（街頭補導、非行

防止ポスター・標語の募集、安全

センターだよりの発行等） 

実行 継続して実施 
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・不審者情報に関わる携帯メール

配信を充実します。 

(77) ※交通安全対策推進

事業（ 再掲） 

防災安

全課 

交通安全運動を実施することに

より交通安全意識を高め、交通事

故の根絶と死亡事故ゼロを目指

し、安全で安心に暮らせる社会を

実現します。 

実行 継続して実施 

 

 

（２）被害に遭った子どもの保護の推進 

【施策の方向】 

 犯罪、いじめ、児童虐待等の被害に遭った子どもや家族の精神的なダメージを軽減し、立

ち直りを支援するため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを今後も

配置し、専門機関や「稚内市児童問題連絡会」と連携し、相談体制の充実を図ります。 

 

事業

番号 
事業名称 担当課 事業内容 

実行 

状況 
今後の方針 

(43) ※教育相談・不登校等

対策事業（再掲） 

学校教

育課 

スクールカウンセラーによる学

校訪問を行います。 

実行 継続して実施 

(65) ※人権擁護推進事業

（再掲） 

市民協

働課 

人権心配ごと相談所での相談を

実施します。 

実行 継続して実施 

(45) 

母

子

家

庭

等

自

立

支

援

事

業 

※稚内市児童問

題連絡会事業 

（再掲） 

こども

課 

関係機関と連携・協力し、児童の

権利を守り、児童虐待の未然防止

や児童福祉に関わる困難事例を

早期に発見するとともに、児童虐

待防止の啓発活動を推進します。 

実行 継続して実施 

(46) ※家庭児童相

談・母子家庭自

立支援事業（再

掲） 

専任の家庭児童相談員を配置し、

家庭における児童虐待や養育等、

様々な問題について相談・アドバ

イスを行います。 

実行 継続して実施 

(47) ※児童福祉相談

事業（再掲） 

専任の児童福祉相談員を配置し、

障がいや問題を抱える幼児・児

童・生徒それぞれのケースに応じ

た指導や支援を行います。 

実行 

 

 

継続して実施 

 

 

 

 

 



 33 

８ 具体的施策の進捗状況 

 

実行
一部

未実施
実行して

いない

継続して

実施
拡大 廃止 検討中

地域における子育
て支援サービスの
充実

7 4 3 0 6 0 1 0

保育サービスの充
実

6 4 0 2 4 0 0 2

子育て支援ネット
ワークづくり

11（1） 9 2（1） 0 10（1） 1 0 0

児童の健全育成 8（2） 6（1） 2（1） 0 7（2） 1 0 0

子どもや母親の健
康の確保

11（1） 11（1） 0 0 11（1） 0 0 0

食育の推進 6（4） 6（4） 0 0 6（4） 0 0 0

思春期保健対策の
充実

2 2 0 0 2 0 0 0

小児医療対策の充
実

2（1） 2（1） 0 0 2（1） 0 0 0

児童虐待防止対策
の充実

7（3） 7（3） 0 0 7（3） 0 0 0

ひとり親家庭等の
自立支援の推進

4（1） 3（1） 0 1 3（1） 0 1 0

障がい児支援の充
実

9（2） 8（1） 1（1） 0 8（2） 1 0 0

次代の親の育成 2(1) 2（1） 0 0 2（1） 0 0 0

子どもの生きる力
の育成に向けた学
校の教育環境の整
備

13（3） 11（3） 1 1 10（3） 2 1 0

家庭や地域の教育
力向上

12（8） 11（7） 1（1） 0 12（8） 0 0 0

仕事と生活の調和
の実現のための働
き方の見直し

2(1) 1 1（1） 0 2（1） 0 0 0

仕事と子育ての両
立支援のための基
盤整備

5(5) 3（3） 1（1） 1（1） 4（4） 0 1（1） 0

良質な住宅環境の
確保

2 2 0 0 2 0 0 0

安全な道路交通環境
や安心して外出できる
環境の整備

3 3 0 0 2 1 0 0

安全・安心まちづく
りの推進

2 2 0 0 2 0 0 0

子どもの交通安全の
確保や犯罪等の被害
から守るための活動
の推進

2(2) 2（2） 0 0 2（2） 0 0 0

被害に遭った子ど
もの保護の推進

5(5) 5（5） 0 0 5（5） 0 0 0

121(40) 104(33) 12(6） 5(1) 109(39) 6 4（1） 2

支援を必要と
する児童への
きめ細やかな
取組の推進

3

7
子ども等の安
全の確保

計

4

子どもの心身
の健やかな成
長に資する教
育環境の整備

職業生活と家
庭生活の両立
（ワークライフ
バランス）の推
進

5

6
子育てを支援
する生活環境
の整備

今後の方針

1
地域における
子育て支援

母性並びに乳
幼児等の健康
の確保及び増
進

2

章

進捗状況
事業数

（うち再掲）
行動計画施策の目標
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第３部 行動計画特定１２事業数値目標 

 

特定 12 事業とは、国が各自治体に目標を数値化して設定することを求めた事業です。稚

内市では、下記のとおり平成 26 年度目標値を設定し、全 12 事業のうち 11 事業に目標値

を掲げ、うち７事業において目標を達成することができました。 

病児・病後児保育事業は、平成 27 年度から始まる子ども・子育て支援新制度の中で、利

用者のニーズを見ながら、事業実施に向けた検討を進めていきます。 

 

 

 

事  業  名 内   容
平成21年度
実施事業

平成26年度
目標値

平成26年度
実施事業

1 病児・病後児保育事業
児童が発熱等急病の場合、病院・保育所
等に付設された専用スペースにおいて看護
師等が保育する。

- １か所 -

2
ファミリー・サポート・セン
ター事業

保育の援助を受けたい人と行う人を会員と
する組織により、一時預かり等育児につい
て助け合いを行う。

１か所 １か所 １か所

3
放課後児童健全育成事業
（学童保育所）

昼間家庭にいない小学校に就学している
概ね10歳未満の児童に対し、放課後の適
切な遊び及び生活の場を与える。

４か所 ４か所 ４か所

4
ショートステイ事業
（子育て短期支援事業）

保護者が病気等の理由により児童の養育
が困難になった場合、児童を短期間（７日
間程度）養育・保護する。

- １か所 １か所

5
トワイライトステイ事業
（子育て短期支援事業）

保護者が平日の夜間または休日に不在と
なり、児童の養育が困難になった場合、生
活指導・食事の提供を行う。

- １か所 -

6
一時預かり事業
（一時保育事業）

保育を利用していない各家庭において、保
護者の通院や社会参加活動等のため、一
時的な保育、預かりを行う。

５か所 ５か所 ５か所

7
特定保育事業
（短時間保育等）

週に２・３日程度、または午前か午後のみ
必要に応じて柔軟に保育サービスを提供す
る。

- １か所 -

8
地域子育て支援拠点事業
（地域子育て支援セン
ター）

子育ての不安に対する相談・指導や子育
てサークルへの支援等地域の子育て家庭
に対する育児支援を行う。

３か所 ３か所 ３か所

9
通常保育事業
（認可保育所）

日中就労等している保護者に代わり、保育
に欠ける乳幼児に保育所において保育を
実施する。

410人 410人 410人

10 延長保育事業
延長保育の需要に対応するため、民間保
育所において通常の開所時間を超えて保
育を行う。

６か所 ６か所 ６か所

11 休日保育事業
日曜・休日等を含めて年間を通じて開所す
る保育所を指定して実施する。

- １か所 -

12 夜間保育事業
夜の６時を過ぎて保護者が仕事などの事情
により、子どもの保育ができない場合、保
護者に代わって保育を行う。

- - -


